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サービス本部

21-10

ダイキン工業国内サービスネットワーク

S.S.：サービスステーション

九州・沖縄地区

●北九州Ｓ.Ｓ.　
●福岡Ｓ.Ｓ.
●鳥栖Ｓ.Ｓ.　
●長崎Ｓ.Ｓ.
●熊本Ｓ.Ｓ.

●大分Ｓ.Ｓ.
●宮崎Ｓ.Ｓ.
●鹿児島Ｓ.Ｓ.
●那覇Ｓ.Ｓ.

北海道・東北地区

●札幌Ｓ.Ｓ.
●仙台Ｓ.Ｓ.
●東北Ｓ.Ｓ.
●福島Ｓ.Ｓ.

関東・甲信越地区

●城南Ｓ.Ｓ.
●世田谷Ｓ.Ｓ.
●江東Ｓ.Ｓ.　
●葛飾Ｓ.Ｓ.
●練馬Ｓ.Ｓ.
●多摩Ｓ.Ｓ.
●千葉Ｓ.Ｓ.
●松戸Ｓ.Ｓ.
●横浜Ｓ.Ｓ.

東海地区

●名古屋Ｓ.Ｓ.
●豊田Ｓ.Ｓ.
●岐阜Ｓ.Ｓ.　　
●津Ｓ.Ｓ.　
●静岡Ｓ.Ｓ.
●浜松Ｓ.Ｓ.

中国・四国地区

●広島Ｓ.Ｓ.　
●岡山Ｓ.Ｓ.
●米子Ｓ.Ｓ.　　
●福山Ｓ.Ｓ.

●徳島Ｓ.Ｓ.
●高松Ｓ.Ｓ.
●松山Ｓ.Ｓ.
●山口Ｓ.Ｓ.
●高知Ｓ.Ｓ.

●戸塚Ｓ.Ｓ.
●厚木Ｓ.Ｓ.
●つくばＳ.Ｓ.
●宇都宮Ｓ.Ｓ.　
●高崎Ｓ.Ｓ.
●草加Ｓ.Ｓ.
●川越Ｓ.Ｓ.
●松本Ｓ.Ｓ.
●新潟Ｓ.Ｓ.

近畿地区

●神戸Ｓ.Ｓ.
●姫路Ｓ.Ｓ.
●草津Ｓ.Ｓ.
●京都Ｓ.Ｓ.
●奈良Ｓ.Ｓ.

●大阪Ｓ.Ｓ.
●阿倍野Ｓ.Ｓ.
●堺Ｓ.Ｓ.
●吹田Ｓ.Ｓ.
●枚方Ｓ.Ｓ.

北陸地区

●北陸Ｓ.Ｓ.
●富山Ｓ.Ｓ.
●福井Ｓ.Ｓ.
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省エネ性・快適性を維持して、経済的な運転を持続させるために  定期的な点検やオーバーホール（予防保全）をおすすめします。

高効率運転の維持 快適性をキープ

無駄なエネルギー消費を抑えて、
運転効率を適正化します。過負荷
による機器へのストレスを軽減
するとともに、ランニングコストの
削減にもつながります。

有資格者にて目視点検
や計測を行い、機器の状
態を確認します。

お使いの空調機に合わ
せたメンテナンスで機器
のベストコンディションを
維持します。

汚れを取り除いて運転効
率を良くするとともに、カ
ビや異臭を抑制して快適
な空間を提供します。

部品の交換周期に基づ
き、整備に適した時期を
ご案内します。

突然の故障や重大な損傷に至るリ
スクを低減し、機器の長寿命化を実
現します。突発的な支出を迫られる
ことなく、計画的に予算が立てられ
ます。

振動による異常音や汚れによる異
臭を抑制する等、機器の正常な状
態を維持し、快適な温湿度を保ち心
地よい空気空間を提供します。

機器のロングライフ化

お客様の空調機管理を強力サポートお客様の空調機管理を強力サポート

ダイキンサービスにおまかせいただくと・・・・ダイキンサービスにおまかせいただくと・・・・

オーバーホール（予防保全）のメリット

アプライド機器一覧

空冷モジュールチラー　HEXAGON 空冷モジュールチラー　JIZAI 水冷ウォーターチリングユニット空冷チリングユニット空冷ヒートポンプチラー

F型・FA型D型A型・B型

洗浄を定期的に実施せず、機器を
長時間運転した結果、機器に負荷
がかかり圧縮機をはじめとする重要
部品が故障する恐れがあります。
このような故障の場合、復旧までに
時間を要する場合があります。

重大故障
発生！！

正常な状態の空気熱交換器 汚れが蓄積した空気熱交換器

故障事例

保全整備の重要性 ■製品の耐用年数と予防保全時期のイメージ
※保守メンテナンス・オーバーホールを実施した場合とノーメンテナンスの場合予防保全または事後保全を行う場合、

機能・性能の低下は、その低下度合いが異
なり耐用年数にその差が大きく現れていま
す。適切な予防保全は、結果的に長寿命化
を実現します。

経過年数は頻繁な発停のない通常の使用状態
で10hr/日、2,500hr/年と仮定した場合です。
点検とは、点検の過程で必要となった保全内容を
含みます。

※ 1 .

※ 2 .

（経過年数）※

機
器
能
力

施
工
時

初期
レベル

使用限界

＋α

故障発生率

点検整備

点検整備点検整備点検整備
点検整備

修理

物理的寿命、経済的寿命

修理
機器更新

点検整備
点検整備メンテナンスをしている場合

（予防保全の考え方）

メンテナンスをしていない場合
（事後保全の考え方）

オーバー
ホール

オーバー
ホール

【出典】 社団法人  日本冷凍空調工業会
　　　 チリングユニットの保守・点検ガイドライン

空調機管理には、法対応や多くのメンテナンス項目があり、お客様に大きな負担がかかっています。

法定点検 部品交換 洗　浄 保全計画

▼ ▼ ▼ ▼
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モジュールコントローラー電磁開閉器

制御基板 インバータ基板

ファンモータ

電子膨張弁駆動部

故
障
率

高

低

1 2 3 4 5 6 7 8 9 （年）設置からの
経過年数

初期故障時期 偶発故障時期 摩耗故障時期

さらに長期間の運転で
故障率が高まります

※イメージ
■機器の使用年数と故障率の関係

■部品配置イメージ図（ヘキサゴン）

長年使用していると劣化・摩耗等
が進行し、故障発生率が高まりま
す。定期的な点検を行い機器状態
を確認するとともに、オーバーホー
ル（予防保全）を実施し故障を抑
制することが機器の長寿命化につ
ながります。

■チリングユニットの主要部品の保守・点検ガイドライン

代表的な故障例
● 抵抗値の誤差、
　 断線による
　 圧力・温度検知不良

代表的な故障例
● 抵抗値の誤差、
　 断線による
 　圧力検知不良

代表的な故障例
● 抵抗、コンデンサー、
　 IC劣化による作動不良

圧力センサー

ポンプ

汎用インバータ（ポンプ用）

代表的な故障例
● 汚れによる
　 消費電力の増加
● 圧縮機への負担が増加

熱交換器洗浄

交換/洗浄周期 ５年

代表的な故障例
● 駆動部コイルレアショート
● 弁体の噛み込み、ガス洩れ

代表的な故障例
● 主軸受け磨耗によるロック
● 電動機コイルレアショート

代表的な故障例
● 主軸受け磨耗によるロック
● 電動機コイルレアショート

代表的な故障例
● 摩耗による
　 冷媒流量調整不良

電子膨張弁

圧縮機

交換周期 8年

代表的な故障例
● 抵抗、コンデンサー、
    IC劣化による作動不良

代表的な故障例
● 抵抗、コンデンサー、
    IC劣化による作動不良

代表的な故障例
● 接点荒れによる接点溶着
● コイル断線による作動不良

代表的な故障例
● 抵抗、コンデンサー、
　 IC劣化による作動不良
● システムをコントロールして
    いるため、機能全体が
    停止する恐れ

交換周期 10年

●：点検結果により清掃・調整の実施▲：点検異常時は部品交換・修理実施

※部品画像はヘキサゴン機種の部品イメージです。

部品名 予防保全

区分 部品名　
保全周期　 経過年数　

使用時間 使用期間 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

冷媒回路

圧縮機（全密閉型） 20,000hr －

初
期
故
障

偶発故障　 ▲ 摩耗故障
電子式膨張弁本体・駆動部 20,000hr － 偶発故障 ▲ 摩耗故障
冷媒系統（配管、電磁弁、四方弁等） 20,000hr － 偶発故障 ▲ 摩耗故障
熱交換器（空気熱交換器） － 5年 偶発故障 偶発故障
熱交換器（水熱交換機） － 5年 偶発故障 偶発故障 偶発故障
ファンモータ 20,000hr － 偶発故障 ▲ 摩耗故障
冷却ファン 25,000hr － 偶発故障 ▲ 摩耗故障
電磁開閉器、過電流継電器、補助リレー類 25,000hr － 偶発故障 ▲ 摩耗故障
制御基板、インバータ基板 25,000hr － 偶発故障 ▲ 摩耗故障
汎用インバータ（ポンプ用） － 5年 偶発故障 ▲ 偶発故障 ▲ 偶発故障 ▲

圧力センサー、温度センサー － 5年 偶発故障 ▲ 摩耗故障
プロペラファン － 10年 偶発故障 摩耗故障

水回路 ポンプ 5年 偶発故障 ▲ 摩耗故障

※1
※2
※3
※4
※5

本ガイドラインは、一般社団法人　日本冷凍空調工業会が定めるガイドラインを参考に当社の知見に基づき作成しています。
機種によっては、一部部品が搭載されていない場合がございます。
保全周期は1年毎の定期点検結果に基づき、必要となる「清掃・調整の実施」または「部品交換・修理実施」の予測周期です。
経過年数は頻繁な発停のない通常の使用状態で,10hr/ 日、2,500hr/年と仮定した場合です。
偶発故障は、部品・機器の耐用年数期間内において予期できない、技術的な対策が難しい突発的な故障です。　

※1

※2
※3 ※4

※5

●

●

●

●

●

● ● ●

●

使用7年～9年時期が
予防保全時期

（オーバーホール）

インバータ基板

圧縮機

ファンモータ

ポンプ

熱交換器

温度センサー

電子膨張弁

圧力センサー 温度センサー

制御基板

温度センサー

構造部品

電気・
電子部品

電磁開閉器

汎用インバータ（ポンプ用）

※オプション
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対象部品

対象部品

対象部品

2 電気部品の保全整備

4 構造部品の保全整備

3 電子部品の保全整備

1 冷媒回路の保全整備

ファンモータ、マグネットスイッチほか

圧縮機、電子式膨張弁、冷媒系統、保護装置、熱交換器ほか

シリンダー部

スクロール式　

ファンモータ

電装品

温度センサー

洗浄・清掃後

ホコリが
つまった状態

フィルター、ファンベルトほか/吹出・吸込グリル、ドレンパン、
フレームほか熱交換器洗浄

圧縮機の場合
熱交換器が汚れた状態で運転を継続する
と、圧縮機が高負荷運転となり運転効率
が低下します。
また、冷凍機油の希釈等により圧縮機内
部の摩耗が早まり、圧縮機の寿命が短く
なる可能性があります。

圧縮機の保全周期
スクロール式：運転時間 2万時間
（または使用8年程度経過）
スクリュー 式：運転時間 4万時間
（または使用７年程度経過）

上記周期を目安に点検や部品交換を
おすすめします。

●保全時期とポイント

ファンモータの場合
ファンモータは冷暖房期間中はもとより、
ほとんど年間を通じて運転しています。ご使
用期間が長くなると劣化して摩耗故障や
ファンモータの異音、作動不良（ロック）に
より機器が異常停止する場合があります。

保全周期に基づき、点検や部品交換を
おすすめします。
マグネットスイッチが劣化すると誤作動が
生じ、圧縮機やファンモータなど他部品の
故障を引き起こす恐れがあります。

●保全時期とポイント

基板類、圧力・温度センサーの場合
基板類は長年の塵埃の堆積や腐食の影
響により、基板上の電子部品や端子類が
劣化し誤作動を引き起こす可能性がありま
す。また、センサー類においても劣化により
検知不良や誤作動が生じ、消費電力の増
加や高負荷運転により故障に至る恐れが
あります。

制御部品は保全周期に基づき、定期的な
点検・部品交換をおすすめします。
センサー類は3～5年を目安に保全整備を
おすすめします。経年劣化すると検知不良
や精度低下の恐れがあります。

●保全時期とポイント

熱交換器・送風機の場合
運転中は室内のホコリを吸い込みます。
ホコリが付着すると、目詰まりや汚れにより
熱交換を妨げ、風量の減少や能力低下を
引き起こします。
また、ホコリの堆積により、カビや異臭が
発生する可能性があります。

熱交換器は3～5年毎に目詰まりや汚れ
状況を点検し、汚れ具合に応じて洗浄
することをおすすめします。

●保全時期とポイント

基板類、コンデンサー、圧力・温度センサー、
スイッチング電源トランスほか

対象部品

4つの保全整備 メンテナンス実施例

スクリュー式

CASE  01

● 経年劣化による突発故障のリスクを抑えたい・・・
● 機器を長持ちさせたい・・・

オーバーホールと保守契約で更新まで快適にお使いいただけます！
定期的な点検で劣化を抑制し、偶発故障が発生した場合は空調のプロが迅速に対応します。

●圧縮機、制御基板、室外機ファン及びファンモーター、各種センサーの交換
●保守契約

ヘキサゴン機種をご使用のお客様におすすめ
ヘキサゴンリフレッシュパック　　　　　                     　　　　　　※詳しくはP11をご参照ください。

ご実施内容

POINT

CASE 02

● 最近、チラーの効きが悪くなってきた・・・
● 空気熱交換器の汚れが目立つようになってきた・・・

空気熱交換器の洗浄作業で運転効率を回復します！
汚れ度合いに合わせて洗浄と消耗部品の交換を実施し、従来の快適性を蘇らせます。

●空気熱交換器の洗浄

空気熱交換器を定期的に洗浄することで、運転効率の低下や圧縮機への高負荷を低減することが
できます。
※設置状況により作業が難しい場合がございます。作業前に下見が必要となります。

ご実施内容

POINT

CASE 03

● チラーで水漏れが起こっている・・・
● 修理費用を抑えたい・・・

ポンプ内部の消耗部品の交換で費用を抑えて症状改善！
重大故障に至る前に、修繕が必要な部品をピックアップして整備をご提案します。

●ポンプ内部の消耗部品交換

ポンプ本体が故障してしまうと系統応急運転ができない可能性があるため、
ポンプ内部の消耗部品の定期交換をおすすめします。

ご実施内容

POINT

圧縮機圧縮機

ポンプ

熱交換器洗浄
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ターミナルエアハン

熱交換器、フィルターの整備
洗浄・交換を行い汚れや詰まりによる冷暖房能力低下と
故障予防

高性能フィルター交換

交換前 交換後

熱交換器・送風機の洗浄、交換

ファンモータ（軸受）

ファンコイルユニット

エアハンドリングユニットの整備

クリーンな熱交換器で効率の良い運転を

点検・交換を行い
異常振動、異音防止

点検・交換を行い
作動不良防止

洗浄・交換を行い
加湿能力を維持

ファンインバータ 加湿エレメント

ヘキサゴン

空冷チラー

コンパクトエアハン

ファンコイルユニット

▲

▲

▲

▲▲

▲

冷水入
冷水出

プラグファン フィルタ

電動二方弁
電磁弁

電動機

防振素子

加湿器 ドレンパン 熱交換器

外装パネル

二次側機器の整備 空冷モジュールチラー（ヘキサゴン）の熱源システム構成、付帯設備

①圧力センサー
最適な流量とバイパス弁を制御
するために圧力を検出します。

負荷に適した機器台数制御と変流
量制御を行います。

往還水差圧の計測値が目標
差圧になるようポンプ用
インバータの周波数を制御
します。

チラーへの異物混入を防ぐために配
管に取り付けられています。

汚れにより流量が不足すると能力低下や水熱交換機が凍結する恐れがある
ため、定期的な洗浄をおすすめします。

②バイパス弁
負荷減少時にチラーの最小流
量を確保します。

③モジュールコントローラー ④流量計

⑤ストレーナー

▶ ▶

▶ ▶

PES
圧力センサ
（往）

空調機

PER
圧力センサ
（還）

MV
バイパス弁

4-20mA

■ヘキサゴンシステム構成（例）

膨張
タンク

①①
②

運転中は室内のホコリを吸い込み，ホコリはさまざまな箇所に
付着します。熱交換器・送風機やドレンパンに付着したホコリ
は熱交換を妨げ、風量の減少や能力低下を引き起こします。
また、カビ、悪臭、水漏れ、異常停止等の原因となる恐れが
あります。

洗浄前 洗浄後

洗浄前 洗浄後

▶

▶

▶

▶

サンドイッチパネル

・プレフィルタ
・メインフィルタ

給気（ダクト接続） 還気or外気
　  （ダクト接続）

ビル管理衛生法　〈建築物環境衛生管理基準〉

■イメージ図

■特定建築物において空気調和設備を設けている場合は、病原体によって居室の内部の空気が汚染されることを防止するための措置を
   講じなければなりません。
■空調機のドレンパン、加湿装置、冷却塔、冷却水の汚れ状況を使用開始時及び使用期間中1ヶ月以内ごとに1回点検し、清掃を1年以内
   ごとに1回実施することが求められています。
※冷却塔、冷却水は水冷ウォーターチリングユニットの機種が対象となります。

④

▲ ▲ ▲ ▲
INV INV INV INV

③
モジュール
コントローラー

当社納入範囲

ストレーナー

▼ ▼ ▼

▼ ▼ ▼ ▼

ストレーナー⑤

モジュールチラーシステムへの
必要な配線接続を示す

■

FM

MC通信アダプタ組込
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点検種別 点検頻度 点検内容

有資格者が実施

対象機器 電動機定格出力

3ヶ月に
1回以上

❶異常音・異常振動
❷外観の損傷
❸摩耗及び腐食
　その他の劣化
※冷蔵機器及び冷凍機器の場合、上記項目に加え庫内温度の確認

原則、目視による点検
❹錆び
❺油漏れ
❻熱交換器の霜の
　付着の有無

全ての
第一種特定製品

❶発泡液法
❷電子式漏えいガス検知法
❸蛍光剤法(メーカー承認が必要)

蒸発圧力、凝縮圧力、圧縮機・
駆動原動機の電圧・電流、過熱度、
過冷却度等が平常運転時に比べ、
異常値となっていないか計測器
等を用いて点検する。

エアコンディショナー

50kW
以上

7.5～50kW
未満

7.5kW
以上

冷蔵機器及び
冷凍機器

1年に
1回以上

3年に
1回以上

1年に
1回以上

直接法

システム点検

間接法

自身での

簡易点検

定期点検
有資格者による

全ての
第一種特定製品

管理者（ユーザー）様が取り組むこと

フロン類の漏えいが見つかった
際、修理をしないでフロン類を充
塡することは原則禁止。
適切な専門業者に修理、フロン
類の充塡を依頼しなければなりま
せん。

機器の点検・修理、冷媒の充塡・
回収の履歴等を記録し、機器廃
棄の３年後まで保存しなければ
なりません。

使用時漏えい量が
「1,000CO2-t」以上
漏えいした事業者（法人単位）
は、所管大臣に
報告義務があります。

全ての第一種特定製品について、3ヶ月に1回以上ユーザー様ご自身で「簡易点検」を行う必要があります。
さらに管理する第一種特定製品の圧縮機に用いられる電動機の定格出力が7.5kW以上の場合は
有資格者※による「定期点検」を行う必要があります。 ※冷媒フロン類取扱技術者等

点検内容

※1,000CO2-tはR22・R410A冷媒約500kg、R32冷媒約１,５００ｋｇに相当。

簡易点検
全ての第一種特定製品

機器の点検 漏えいの対処 記録の保管 算定漏えい量の報告

定期点検
第一種特定製品のうち、
一定規模以上の
業務用機器

フロン排出抑制法の概要法令遵守のために

フロン排出抑制法対応点検

フロン類が充填された業務用冷凍空調機器（第一種特定製品）の管理者（ユーザー）様が対象

■遠隔監視サービス体制概要

■エアネット接続空調設備

ダイキンエアネット
コントロールセンター

最寄りの
サービス拠点

▶

▶

▶

▶

▶

故障発生時、現場訪問対応

巡回点検

お客様

報告書

故障予知診断・省エネ提案

異常監視

遠隔監視サービス　エアネットサービスシステム

空調機の遠隔監視で、省エネ・長寿命化をサポート
エアネットコントロールセンターで空調機の運転状態を24時間365日見守ります。
故障の未然防止だけでなく、気象予測をもとに機器を最適な設定に調整します。

過去25年以上蓄積したデータベースを
活用し、機器の劣化や異常発生を早期
に察知します。故障予知により機器の
長寿命化にも繋がります。

遠隔監視で取得した、空調機の運転
データに基づく運用改善のご提案など、
空調管理をサポートします。

お客様ごとに異なる設置条件や気象
条件に応じて快適性を損なうことなく、
機器を最適な設定に自動制御します。

突然の故障にもエンジニアが緊急出動
し迅速・適切に対応します。

※1 ： 機種により異なります。　※2 ： 冷水機のみの診断項目となります。　※3 ： 冷暖房兼用機のみの診断項目となります。
はオプション監視項目をを示します。▲は標準仕様を示します。●

高
圧
圧
力

●

●

●

●

低
圧
圧
力

●

●

●

●

外
気
o
r
室
内
吸
込
温
度

●

●

●

●

熱
交
換
温
度

●

●

●

●

吐
出
管
温
度

●

●

●

●

吸
入
管
温
度

●

●

●

●

冷
却
水
温
度

●

●

●

●

冷
温
水
温
度

●

●

●

●

圧
縮
機

●

●

●

●

送
風
機

●

●

●

●

イ
ン
バ
ー
タ
電
流

●

●

●

四
路
切
替
弁

●

●

●

●

電
子
膨
張
弁
開
度

●

●

●

●

各
種
運
転
制
御
弁

● ●

●

●

各
種
ポ
ン
プ

●

圧
縮
機
運
転
ロ
ー
ド

●

冷
房
/
暖
房

●

除
霜
運
転

●

●

●

●

運
転
制
御
信
号

●

●

●

●

運
転
保
護
制
御
信
号

●

●

●

●

異
常
コ
ー
ド
監
視

●

●

●

●

室
内
温
度
異
常

▲

▲

▲

▲

漏
水
異
常

▲

▲

▲

▲

漏
電
異
常

▲

▲

▲

▲

二
次
側
、周
辺
機
器

▲

▲

▲

▲

センサー

区　分

HEXAGON

JIZAI

ヒートポンプチラー

チリングユニット

機能部品 運転モード 機器本体/機器以外
代表的なオンライン診断チェックポイント 異常監視ポイント

※1

※2 ※3

遠隔監視による故障予知

運用改善サポート

気象予測に基づく遠隔制御

迅速な対応

※データの種類は機種型式により異なる場合があります。詳しくは営業担当者までお問い合わせください。監視項目は予告なしに変更する場合があります。
　あらかじめご了承ください。

●

●

●●
その他
製造者

第二種
製造者

規制体系区分

ユニット型

冷媒

第一種
製造者

定期自主検査

保安検査（R114 を除く）

5 20 50（トン）

※フルオロカーボン（不活性ガス）とは、冷凍保安規則第2条第1項第3号に該当する冷媒ガス種を指します。 
　【例】R1234yf,R1234ze,R22,R32,R134a,R404A,R407C,R410Aなど。

高圧ガス保安法

■高圧ガス製造者（設備使用者）の手続き

冷凍、冷蔵、冷暖房等を目的に、パッケージエアコン、チラー、冷凍機などを使用する者は、高圧ガスによる災害を防止
するために、取扱いには充分注意し、義務付けられた法令をよく理解し、遵守しなければなりません。

ご使用される空調機の1日あたりの冷凍能力によって必要な手続きが異なります。
　・第一種製造者に該当・・・・・・都道府県知事へ許可申請
　・第二種製造者に該当・・・・・・都道府県知事へ届出　
　・その他製造者に該当・・・・・・届出不要

適用除外フルオロカーボン〔不活性ガス〕
二酸化炭素

※
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［業務用立替払い委託契約］

ヘキサゴンご購入後７～８年経過のお客様へのご提案

資金調達におすすめ!!

でＷの安心

クレジット
料率

回数

クレジット料率

6

17.18%

12

8.81%

24

4.58%

36

3.18%

48

2.48%

60

2.03%

72

1.77%

84

1.61%

毎月小額のお支払いでＯＫ

オーバーホール箇所の修理を一定期間無償化
■ オーバーホールクレジットのしくみ

オーバーホール

保 証

代 金（月々）

ダイキン工業お客 様

クレジット会社
（三井住友ファイナンス＆リース）

1

2 費用面 保証面
1 2

計算例 250万円（税込）で
5年クレジットの場合 50,800円/月2,500,000円 2.03% 50,750円＝×

対象：ダイキン工業製空調機全般の
 　　機器整備及び洗浄作業

支払回数 ： 6回～84回
（具体的な回数、料率は以下“クレジット料率”ご参照）

対象金額 ： 30万円～2,000万円
（税込）

3つの
メリット

初期投資軽減

銀行借入枠の温存

修理の無償化
※詳細はお近くのサービスステーションへ、お問い合わせください。

毎月小額のお支払いから実施できます。

オーバーホールから一定期間の修理は無償。

「借入れ」ではないので銀行の借入枠が温存できます。

現金価格（税込） クレジット料率
100円未満切上

分割支払金

オーバーホールクレジット専用の契約お申込書をお使いください。（三井住友ファイナンス&リース発行分）

ダイキンサービスエンジニアが機械のオーバーホールを行います。作業完了後に「作業完了報告書」に完了のサインをお願いいたします。

・上記③と同時。「お客様は必要事項を確認・記載頂き原紙を保管 （保証期間中写しはダイキン保管）」
・三井住友ファイナンス&リースから内容確認の連絡が入ります。内容確認後クレジット契約がスタートします。

オーバーホールクレジット専用の審査お申込書をお使いください。審査のお申込み

契約お申込み

オーバーホール

保証契約締結

契約成立

月々のお支払い

電話確認後、三井住友ファイナンス＆リースの手続きが済み次第、クレジットスタート致します。

クレジット契約開始後翌々月毎月3日より自動引落されます。

■お申込み・契約からお支払いまでの流れ

▼

▼

▼

▼

▼

オーバーホール保証契約書の締結

1

2

3

4

5

6
※●本オーバーホール作業実施後、圧縮機の運転時間が12,000hrを超えた場合の修理・交換は有償となります。●熱交換器の清掃・洗浄は有償となります。
　●チリングユニット（熱源機器）以外の修理・交換は有償となります。●お客様のご使用環境や維持管理方法、お取扱い不良に起因して生じた故障は有償となります。
　●保守契約はエアネット契約または従来保守契約が対象となります。

ヘキサゴン フォース
（F型・FA型）

ヘキサゴン
（D型）

お使いの空調機に合わせたメンテナンスで機器のベストコンディションを維持

冷媒回路の予防保全
冷媒系統部品の経年劣化は、運転効率の低下や、他部
品の動作にも影響を及ぼす可能性があります。
予防保全を行うことで、運転効率を改善し故障のリスク
を低減します。

電気・電子部品の予防保全
電気・電子部品は、ホコリの堆積や経年劣化、湿度の影
響などにより誤作動や精度低下の恐れがあります。
定期的な点検・交換を行えば、突然の故障発生を抑える
ことができます。

オーバーホール例

温度センサー
圧縮機

制御基板 インバータ基板

オーバーホール例

オーバーホール
（予防保全）

機器の冷媒
系統

電子
系統

+

ヘキサゴン向け  リフレッシュパック

オーバーホ－ルクレジット

フロン排出抑制法
定期点検 対応

ヘキサゴンフォース　保守契約プラン

ヘキサゴンフォースの新設・更新時にご利用いただける保守契約のご提案

●本サービスは機器納入時と同期契約が対象となります。
●修理費無償期間は、設置後5年間または圧縮機の運転時間が24,000hrのいずれか早い方を適用させていただきます。
●水熱交換器は修理費無償適用範囲外となります。
●洗浄・清掃作業およびお客様のご使用環境や維持管理方法、お取扱不良によって生じた故障の修理作業は有償となります。
●天災地変、火災、労働争議などに起因する事故の修復作業は契約対象外です。

より安心かつ快適にお使いいただくために、機器ご購入時からのご加入がおすすめです。

エアネットコンカレント５
５年間無償

１回/年
24時間365日遠隔で機器の状態を監視
保守先専用ダイヤルで優先受付

故障予知/異常発生時のお知らせあり
異常お知らせ後、早期復旧が可能

修理費用

定期点検
見守りサービス
受付・出勤体制
異常お知らせ
修理対応

点検保守パック５
５年間無償

２回/年
－

保守先専用ダイヤルで優先受付
－

お客様からのご連絡後、修理対応

修理費無償の範囲・条件

保守契約
５年間修理費無償※

11 12



表1.空冷および水冷チリングユニット  の主な部品の保守・点検ガイドライン

部品名 点検内容 点検方法 判定基準〈目安〉
点検の
実施時期

点検周期 保全周期 経過年数※　注2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

● ● ● ● ● ● ● ▲ ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

保全内容

記号の説明
● ： 点検周期
● ： 点検結果により、清掃・調整の実施
▲ ： 点検後異常時は、部品交換・修理実施
◆ ： 定期交換を実施（消耗部品）

▲

▲ ▲▲

この表は、一般的な使用条件下における定期点検の内容とその周期（点検周期）及び部品交換などの目安を 示しています。なお、予防保全については、定期点検の実施周期を〈点検周期〉として表し、定期点検の点検結果に
基づき必要となるであろう「清掃・調整の実施」又は「部品交換・修理実施」の予測周期を〈保全周期〉として表 しています。清掃・調整については、部品の劣化及び性能低下を防止するために、また、点検後の部品交換・修理に
ついては、各部品の摩耗故障域に達する運転時間又は使用期間を予測し定めています。これらはメーカーや 対象の機器により異なる場合があります。具体的な保守点検内容・周期に関しては、それぞれのメーカーが発行して
いる技術資料及び各種の説明書をご参照ください。

注1）偶発故障は、部品・機器の耐用年数期間内において、摩耗が進行する以前に起こる予期できない突発的な故障で、技術的な対策をたてることが難しく、現時点では、統計的な取扱に基づく施　策しかとることができません。
注2）※印経過年数は頻繁な発停のない通常の使用状態で、10時間/日、2,50０時間/年と仮定した場合です。運転状況により異なりますので保守契約時にご確認ください。
注3）　　　　　　  は、摩耗故障の始まる時点を予測し、経過年数と共に、故障率があがっていく傾向を表した図です。
注4）（社）日本冷凍空調工業会ガイドラインJRA-GL02「冷凍空調機器用水質ガイドライン」の冷却水・冷水・温水・補給水の水質基準による。

部品名 定期点検

備考

消耗部品

消耗部品

消耗部品

消耗部品

消耗部品

清掃対象品

清掃対象品

清掃対象品

清掃対象品

予防保全

1
年
毎

そ
の
他

使用時間 使用周期

部
品
区
分

冷
媒
回
路

電
気
・
電
子
部
品

機
構
・
製
造
部
品

別
売
部
品

水
回
路

圧縮機

温度式
電子式

機内配管

電磁弁、四方弁等

逆止弁
阻止弁

安全弁
溶栓

空気熱交換器

水熱交換器

電磁開閉器
過電流継電器
補助リレー類

平滑コンデンサ
電解コンデンサ

平滑コンデンサ
冷却ファン

電解コンデンサ

冷媒系統

保護装置
（保安部品）

熱交換器

開閉器類
（FFB、
ELB含む）

ファンモータ

サーモスタット

オイルヒータ

ヒューズ

圧力センサ、サーミスタ
SW電源

プロペラファン

ドレンパン

フレーム・底板類・ガード類

リモコンスイッチ

集中制御装置

断水保護装置（フロースイッチ）

進相コンデンサ・積算時間計・電流計
ストレーナ

水配管

流量調整弁

ポンプ

圧力計
温度計
ブライン

（ブラインチラー）

冷温水・冷却水

制御箱
（インバータ、基板、シーケンサ含む）

汎用インバータ

電気・電子部品冷却ファン

膨張弁

ストレーナ
ドライヤー

圧力、連成、油圧計
容器関係
圧力遮断装置

目視・聴感・触感点検
油面計・継手部目視、触手点検
DC500Vメガ
ゴムの変形・弾性（感触）
増し締め・目視点検
圧縮機の運転時間

目視・聴感・触感点検
DC500Vメガ
ドライバー・目視点検
目視点検
目視点検

感温筒を暖める
聴感・触感点検
ガス検知器、目視点検
目視点検

開閉操作、ガス検知器
前後の差圧（温度差）

DC500Vメガ
目視・聴感点検

目視・聴感点検
DC500Vメガ

テスター又は電流計
DC500Vメガ・目視点検

DC500Vメガ・聴感点検

DC500Vメガ・目視・聴感点検

静電計、DC500Vメガ

静電計、DC500Vメガ

聴感、圧力変化

・起動、運転、停止時の運転音、振動
・油量、油にじみ、オイルヒータ
・絶縁抵抗の測定
・防振ゴムの劣化
・端子の緩み、配線の接触
・中間点検、分解点検

・過熱度測定、作動確認
・電源入切にて動作音（圧力確認）
・機内配管のガス漏れ、共振、接触、腐食
・キャピラリーチューブの共振、接触
・電磁弁、四方弁等の動作、絶縁性能
・腐食・異常音
・停止時（逆圧時）の逆流有無
・弁の作動点検、ガス漏れ
・詰まり
・詰まり、水分量（インジケータ）のチェック
・指示値の点検
・レシーバ、アキュムレータ、オイルセパレータ等の腐食
・作動圧力、ガスもれ、絶縁抵抗
・作動圧力点検
・外観チェック（可溶合金の膨らみ）
・ゴミによる目詰まり、損傷チェック
・ガスもれ

・起動、運転、停止時の運転音、振動
・絶縁抵抗の測定

・動作、外観チェック
・接点の荒れ

・外観チェック

・静電容量、絶縁抵抗の測定

・静電容量、絶縁抵抗の測定
・絶縁抵抗、異常音発生
・オープン、ショート、外観チェック
・出力電圧測定
・振れ、バランス異物の噛込みの目視チェック
・ゴミ詰まり、ドレン水の流れチェック
・塗装被膜の剥がれ、浮きのチェック

・ゴミ詰り

・錆、断熱材の剥がれのチェック
・塗装被膜の剥がれ、浮きのチェック
・操作による、制御性チェック
・端子の緩み、配線の接触
・操作による、制御性チェック
・端子の緩み、配線の接触
・絶縁抵抗の測定
・操作による、制御性チェック
・水漏れチェック
・絶縁抵抗の測定

・水漏れ
・エア噛み
・水出入口温度差（適性流量）
・起動、運転、停止時の音聴感、振動
・絶縁抵抗の測定
・端子の緩み、配線の接触
・水漏れチェック
・ストレーナ清掃、点検
・ポンプ運転停止時の指示値
・チラー運転中停止中の温度指示値
・濃度
・pH
・水質管理
・循環水、補給水の水質分析

・絶縁抵抗の測定

・コンデンサ（電解）外観チェック

・回路の絶縁抵抗チェック
・基盤類へのゴミ付着の目視チェック
・端子部、コネクターの緩みチェック
・自己点検モード、外観チェック
・コンデンサ（電解）外観チェック

・圧縮機停止中に通電されているか
・オイルヒータの絶縁抵抗測定

・絶縁抵抗、異常音発生

・作動確認

・水量、水温
・ガスもれ
・水抜き

前後の差圧（温度差）、水分測定
基準圧力計との比較検査
目視点検

目視点検

目視点検

目視点検

目視点検

目視点検
目視点検

目視点検

目視点検
ドライバー・目視点検
目視点検
ドライバー・目視点検
DC500Vメガ
目視点検
目視点検
DC500Vメガ

目視点検

目視点検

温度計

表面温度計
プライン濃度計
pH測定
水質分析
サンプリング分析

目視点検
聴感点検・エア抜きバルブ開

DC500Vメガ

テスター、目視点検
テスター

DC500Vメガ（基板類除く）
目視点検
ドライバー・目視点検
目視点検
目視点検

ユニット運転により作動確認

目視点検、洗浄
ガス検知器
温度計、流量計及び差圧
ガス検知器
熱交換器及び配管内

圧力計ほか
圧力計

・前後の圧力差（目詰り）、損傷なきこと
・前後の圧力差（目詰り）、インジケータの変色なきこと
・基準圧力計との指示が許容範囲以内のこと
・異常な腐食なきこと
・設定値で作動のこと
・法規上の規定圧力値で作動すること
・可溶合金が正常位置のこと
・目詰り、損傷なきこと
・ガス漏れなきこと
・メーカの仕様範囲以内のこと
・漏れ検知なきこと
・設けてあること
・異常音の発生のなきこと
・1MΩ以上のこと
・1MΩ以上のこと、異常音なきこと

・1MΩ以上のこと、異常音なきこと 偶発故障

偶発故障 偶発故障

5年

8年

10年

10年

10年
10年

10年

10年

8年

8年

8年

5年

5年

5年

5年

5年

5年

5年

5年
3年

3年

偶発故障

・1MΩ以上のこと
・著しい堆積異物なきこと　・埃等の堆積なきこと
・接続部分に緩みなきこと
・異常表示、液漏れなどのないこと
・液もれ、変形なきこと

・汚れ・荒れ・変形・変色なきこと
・作動不良なきこと

・メーカ技術資料どおりの動作をすること
・停止中に通電されていること、暖まること
・1MΩ以上のこと、異常なきこと
・変形・変色なきこと

・規定容量以上のこと

・規定容量以上のこと
・液もれ、変形なきこと

・規定の抵抗値であること、変色なきこと
・出力電圧が規定値以内であること
・著しい振れ、異物の噛込みなきこと

・著しい錆、断熱材の損傷なきこと

・操作通り表示、運転すること
・緩み、接触なきこと
・操作通り表示、運転すること
・緩み、接触なきこと
・1MΩ以上
・操作通り表示、運転すること
・水漏れなきこと
・1MΩ以上

・異常な音・振動なきこと
・1MΩ以上のこと
・緩み、接触なきこと
・水漏れなきこと
・異物の詰まりなきこと

・水漏れなきこと
・エア噛み音なきこと

・1MΩ以上
・汚れ・ゴミ詰りなきこと

・適性温度差内のこと

・指示値に狂いのないこと

・規定濃度以上
・7～10（ブラインメーカの基準による）
・JRA-GL02の基準値（注4参照）
・JRA-GL02による

・指示値に狂いのないこと

・排水詰まりなきこと
・異常な錆の発生、穴あきなきこと

・異常な音、振動なきこと
・油面確認、にじみなきこと、停止中暖まっていること
・1MΩ以上のこと
・防振機能に弊害がないこと
・緩み、接触なきこと
・メーカの保守点検基準によること

●

●

●

●
●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●
●
●
●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●
●

●

●

●
●
●

・感温筒加熱により、低圧圧力が変化すること
・駆動音と温度変化があること
・異常な共振、音、腐食なきこと
・異常な共振、接触摩耗なきこと
・1MΩ以上のこと
・異常な音、腐食なきこと
・圧力上昇がないこと
・弁の開閉がスムーズであり、ガス漏れがないこと

冷房
又は
暖房

シーズン前

・全密閉型：
20,000Hr
・半密閉型：

メーカー基準による

冷房
又は
暖房

シーズン前

冷房
又は
暖房

シーズン前

冷房
又は
暖房

シーズン前

冷房
又は
暖房

シーズン前

・異常な場合 はオーバーホール又は交換
・油交換、増 締め、電気配線の修正又は交換
・絶縁抵抗 1MΩ未満の時は交換
・劣化、硬化 の時は交換
・増締め、配 線経路の修正
・騒音、振動、油漏れ点検及び部品（軸受等）交換

・圧力及び温 度に変化がない場合は交換
・ロック発生 時は交換

・異常な逆流 発生時は交換

・水分過多及 び詰り時には交換
・許容範囲以 外値への指示時には交換

・許容範囲以 外での作動時には再調整又は交換
・許容範囲以 外での作動時には再調整又は交換
・合金の異常 な膨らみ及びガス漏れ時には交換

・1MΩ未満、ファンロック時は交換

・遮断時交換

・定期的に部 品交換

・定期的に部 品交換
・ファンロック 時は交換
・断線、ショー トの場合は交換
・電圧異常が あれば交換
・振れ、バラン スが著しく悪い時は交換

・異常の場合 は交換

・1MΩ未満 の時は交換、異常の場合は交換
・清掃

・交換

・水質調整

・交換

・交換又は調 整

・液もれなど があれば交換

・作動不良又 は変形、変色の時は交換

・交換又は調 整（校正）

・腐食発生の 場合には補修塗装

・開閉動作が 不可及び漏れがある場合には交換
・目詰り時は、空気流入側の洗浄

・腐食の著し い時は交換、配管の手直し
・摩耗の著し い時は交換、配管の手直し
・絶縁抵抗 1MΩ未満の時は交換
・異常な音、腐食発生時は交換

・目詰り時は、空気流入側の洗浄
・ガス漏れ時 には修理又は交換

・ベアリング 音が大きい時は交換
・絶縁劣化の 時は交換

・ドレンパンの 掃除、傾斜確認
・補修塗装。程度によってはドレンパン交換
・断熱材剥が れの場合は補修・貼り付け
・補修塗装
・制御の追従 性、表示不良の時は交換
・緩みあれば 増し締め、再差込み

・緩みあれば 増し締め、再差込み
・1MΩ未満 の時は交換

・増締め、修 理
・エア抜き、自 動エア抜き弁の交換又は調整

・濃度調整
・基準外の場 合は交換

・電気配線の 修正、ヒータ断線の時は交換
・1MΩ未満 の時は交換

・1MΩ未満 の時は交換
・ハケ清掃及 び不良あれば交換
・緩みがあれ ば増締め、再差込み
・異常あれば 交換
・液もれなど があれば交換

・バルブ調整 及び運転設定値調整
・ガス漏れ時 には修理又は交換
・水抜き口及 びバルブの追加

・異常の場合 は交換
・1MΩ未満 の時は交換
・増締め、配 線経路の修正

20,000Hr

25,000Hr

20,000Hr

25,000Hr

25,000Hr

25,000Hr

15,000Hr

偶発故障 摩耗故障

▲偶発故障

偶発故障

偶発故障 偶発故障 偶発故障

偶発故障 偶発故障

偶発故障

摩耗故障

摩耗故障

◆

偶発故障 偶発故障◆

偶発故障 偶発故障◆

偶発故障 偶発故障▲

偶発故障 偶発故障◆

◆ ◆

● ● ● ● ●

偶発故障 偶発故障 偶発故障●

偶発故障 ▲

偶発故障 ▲ 偶発故障 ▲ 偶発故障 ▲
偶発故障 ◆ 偶発故障 ◆ 偶発故障 ◆
◆ 偶発 故障 ◆ 偶発故障 ◆ 偶発故障 ◆ 偶発故障 ◆

▲ 偶発 故障 ▲ 偶発故障 ▲ 偶発故障 ▲ 偶発故障 ▲
偶発故障 ▲ 偶発故障 ▲ 偶発故障 ▲▲

摩耗故障偶発故障 ▲

摩耗故障偶発故障 ●

摩耗故障偶発故障 ▲

摩耗故障偶発故障 ▲

摩耗故障偶発故障 ▲

摩耗故障偶発故障 偶発故障 ▲▲

偶発故障 偶発故障 ● 偶発故障 ●●

摩耗故障偶発故障 ▲

摩耗故障偶発故障 ▲
摩耗故障偶発故障 ▲

摩耗故障偶発故障 ▲

摩耗故障偶発故障 ●

● ●

注1
注3

【出典】 一般社団法人 日本冷凍空調工業会
『保守点検のおすすめ  チリングユニットの保守・点検ガイドライン』
（2004年3月版）
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【出典】 一般社団法人 日本冷凍空調工業会
『空気調和器（エアハンドリングユニット・ファンコイルユニット）定期的な保守点検のおすすめ』
（2016年6月版）

表2．空気調和機の主な部  品の保守・点検ガイドライン

部品名 点検内容 点検方法 判定基準〈目安〉
経過年数※　注1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ・・・・・・

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ◆ ● ● ・・・

● ● ● ● ■ ● ● ● ● ■ ● ● ● ● ◆ ● ● ・・・

● ● ● ● ■ ● ● ● ● ■ ● ● ● ● ◆ ● ● ・・・

● ● ■ ● ● ■ ● ● ■ ● ● ■ ● ● ◆ ● ● ・・・
● ● ● ● ■ ● ● ● ● ■ ● ● ● ● ◆ ● ● ・・・

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ◆ ● ● ・・・

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ◆ ● ● ・・・

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ◆ ● ● ・・・

● ● ● ● ■ ● ● ● ● ■ ● ● ● ● ◆ ● ● ・・・

● ● ● ● ■ ● ● ● ● ■ ● ● ● ● ◆ ● ● ・・・

● ● ● ● ■ ● ● ● ● ■ ● ● ● ● ◆ ● ● ・・・

● ● ● ● ■ ● ● ● ● ■ ● ● ● ● ◆ ● ● ・・・

● ● ● ● ■ ● ● ● ● ■ ● ● ● ● ◆ ● ● ・・・

● ● ● ● ■ ● ● ● ● ■ ● ● ● ● ◆ ● ● ・・・

● ● ● ● ■ ● ● ● ● ■ ● ● ● ● ◆ ● ● ・・・

● ● ● ● ■ ● ● ● ● ■ ● ● ● ● ◆ ● ● ・・・

● ● ● ● ■ ● ● ● ● ■ ● ● ● ● ◆ ● ● ・・・

■ ◆ ・・・
■ ◆ ・・・

■

■
■

■

■
■

■

■
■

■

■
■

■

■
■

■

■
■

■

■
■

■

■
■

■

■
■

■

■
■

■

■
■

■

■
■

■

■
■

■

■
■

■

■
■

■◆ ・・・

● ● ● ● ■ ● ● ● ● ■ ● ● ● ● ◆ ● ● ・・・

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ◆ ● ● ・・・

保全内容

この表は、一般的な使用条件下における定期点検の内容とその周期（点検周期）及び部品交換などの目安を 示しています。なお、予防保全については、定期点検の実施周期を〈点検周期〉として表わ
し、定期点検の点検結果に基づき必要となるであろう「部品交換・修理実施」の予測周期を〈保全周期〉として 表しています。具体的な保守点検に関しては、それぞれのメーカーが発行している技術資
料及び各種の説明書をご参照ください。なお、日常点検で行なうべき項目は、ここには記載していません。

注1）※印経過年数は頻繁な発停のない通常の使用状態で、10時間／日、3,000時間／年とした場合です。運転状況や空気調和機の用途、用法により異なります。
注2）給油を必要とする電動機の軸受け、送風機の軸受け等の給油及びVベルトの調整は、日常点検で随時行なうものとします。
注3）洗浄タイプのエアフィルタの洗浄は、日常点検で、随時行なうものとします。
注4）注意ラベルは、定期点検での点検の他、日常点検でも剥がれの点検を行なうものとします。

部品名 定期点検

備考

予防保全

カップリングのゴムは、消耗部品

プーリは、定期交換部品

Vベルトは、消耗部品
ベアリングは、定期交換部品

ビル衛生管理法

ビル衛生管理法

使用周期

部
品
区
分

送
風
機

熱
交
換
器

ケ
ー
シ
ン
グ

空
気
ろ
過
器

加
湿
器

ファンロータ

シャフト

カップリング

プーリ

電気ヒータ

凍結防止ヒータ

外装板、フレーム

電動機

冷却ファン

操作盤

インバータ

電動式ダンパー

開閉器類

ファンケーシング

Ｖベルト
ベアリング

コイル

ヒューズ

センサー類
差圧計

蒸気加湿器

電極式蒸気発生器
電熱式蒸気発生器
パネル形フィルタ

中性能、高性能フィルタ

自動巻取式フィルタ

電気集塵機

銘板・銘板シール
注意ラベル

電磁弁
ノズル
圧力計
ストレーナ
加湿エレメント
電磁弁
給水ノズル
ストレーナ

電動弁等

制御箱

電動ポンプ

加圧ポンプ式

動力制御盤
インバータ盤

気化式

ドレンパン、底板

電
気
電
子
部
品

配
管
弁
類

目視点検
目視点検

・振れ、バランスの目視チェック
・ゴミの付着、外観チェック

・著しい振れ状態でない事
・著しい錆、変形の発生なき事

目視点検
目視点検

・錆のチェック
・傷、摩耗、振れチェック

・著しい錆のなき事
・傷、摩耗、振れなき事

目視点検
聴感・振動点検

・ゴムの劣化チェック
・芯ずれチェック

・割れ、切断なき事
・異常振動・異常音なき事

目視点検
目視点検
目視点検

・ゴミによる目詰り、損傷チェック
・水漏れチェック
・錆、腐食のチェック

・目詰り、損傷なき事
・水漏れなき事
・錆、腐食なき事

目視点検

目視点検

・外観チェック

・ゴミ詰り、ドレン水の流れチェック

・塗装の剥がれ、膨れ、発錆なき事
・著しい錆、腐食、穴あきなき事
・排水詰まりなき事

500Vメガ
目視点検
ドライバー・目視点検

・回路の絶縁抵抗チェック
・基盤類へのゴミ付着の目視チェック
・端子部、コネクターの緩みチェック

・1MΩ以上の事
・著しい推積異物なき事
・接続部分に緩みなき事

目視・作動点検
聴感点検
目視点検

・動作、外観チェック
・音の聴覚チェック
・水漏れチェック

・正しく作動する事
・異常音の発生のなき事
・水漏れなき事

目視点検
目視点検

・ミゾの摩耗
・ヒビ割れ

・著しい摩耗のなき事
・ヒビ割れなき事

目視点検
500Vメガ

・発熱部、安全装置の損傷などの外観
・絶縁抵抗チェック

・損傷、変形の発生なき事
・1MΩ以上の事

目視点検
目視点検

・外観チェック
・断熱材、パッキン等チェック

・塗装の剥がれ、膨れ、発錆、腐食なき事
・剥がれ、損傷なき事

聴感・振動・温度点検
500Vメガ

・音、振動、発熱チェック
・絶縁抵抗の測定

・異常音・異常振動・異常発生なき事
・1MΩ以上の事

500Vメガ
聴感点検・絶縁抵抗、異常音発生 ・1MΩ以上の事、異常音なき事

目視点検・動作、外観チェック
・接点の荒れ

・変形、変色なき事
・設定通り作動、変形なき事

作動点検
目視点検

・操作による制御性チェック
・表示灯及びメータ類チェック ・操作通り動作及び表示する事

目視点検
作動点検

・冷却ファン、コンデンサのチェック
・作動及び表示チェック ・操作通り動作及び表示する事

目視点検
作動点検

・ゴミ、錆のチェック
・動作チェック

・著しいゴミ、発錆のなき事
・支障なく動作する事

目視点検
目視点検

・加湿状態チェック
・目詰まり、腐食チェック

・正しく作動する事
・目詰まり、腐食なき事

目視・作動点検
目視点検、500Vメガ

・加湿状態チェック
・絶縁抵抗、外観チェック

・正しく作動する事
・錆、腐食なき事、１MΩ以上の事

目視・作動点検
目視点検

・動作、外観チェック
・目詰まり、汚れチェック

・正しく作動する事
・目詰まり、破れのなき事

500Vメガ
目視点検

・絶縁抵抗チェック
・電極部、集塵部、絶縁部の汚れチェック

・1MΩ以上の事
・著しいゴミ、汚れのなき事

作動点検
500Vメガ
聴感点検
目視点検
目視点検

・動作チェック
・絶縁抵抗チェック（低電圧回路を除く）
・異常音チェック
・水漏れチェック
・錆、腐食チェック

・正しく作動する事
・1MΩ以上の事
・異常音なき事
・水漏れなき事
・錆、腐食なき事

500Vメガ
目視点検・絶縁抵抗、外観チェック ・1MΩ以上の事

目視点検・ゴミの付着、外観チェック ・著しい錆、変形の発生なき事

目視・聴感点検・摩耗、傷などを定期点検 ・著しい摩耗、異常音なき事
聴感・振動・温度点検・音、振動、給油チェック　注2 ・異常音・異常振動・異常発熱なき事

目視点検・外観チェック ・変形、変色なき事

テスター、目視点検・オープン、ショート、外観チェック ・規定の抵抗値である事、変色なき事
目視点検・正しい表示かチェック ・表示値が正しい事

作動点検・動作チェック ・正しく作動する事
目視点検・加湿状態チェック ・目詰まりなき事
目視点検・正しい表示かチェック ・表示値が正しい事
分解・目視点検・目詰まり、腐食チェック ・目詰まり、腐食なき事
目視点検・加湿状態チェック ・親水性を維持している事、破損のない事
作動点検・動作チェック ・正しく作動する事
目視点検・目詰まり、腐食チェック ・目詰まり、腐食なき事
分解、目視点検・目詰まり、腐食チェック ・目詰まり、腐食なき事

目視点検・目詰まり、破れチェック  注3 ・目詰まり、破れのなき事
目視点検・目詰まり、汚れチェック ・目詰まり、著しい汚れのなき事

目視点検・汚れ、腐食、剥がれのチェック  注4 ・汚れ、腐食、剥がれなき事
目視点検・汚れ、剥がれのチェック ・汚れ、剥がれなき事

・振れ、バランスが 著しく悪い時は交換
・ゴミ付着大の場 合はハケ清掃又は水洗浄
・ゴミ付着大の場 合はハケ清掃又は水洗浄

・定期的に部品交 換
・定期的に部品交 換

・補修塗装
・部品交換
・部品交換
・芯の調整
・摩耗の著しい時 は交換
・ヒビ割れがある 時は交換

・損傷、変形があ る場合は交換
・絶縁劣化の場 合は交換

・補修塗装
・剥がれ、損傷時 は補修又は交換

・絶縁劣化の場 合は交換

・異常時は交換

・作動不良又は変 形、変色の時は交換

・動作及び表示 不良時は部品交換
・電球切れ時は交 換、メータ表示不良は交換

・ハケ清掃、補修 塗装
・アクチュエータ交 換

・異常時は蒸気供 給状態の点検
・目詰まり腐食時 は交換

・不作動の時は補 修又は交換
・目詰まり、破れ時 は、ろ材交換

・異常時は分解点 検又は交換
・異常時は分解点 検又は交換

・異常時は部品交 換
・著しい汚れは清掃 又は洗浄、放電線切れは交換

・異常時は交換
・絶縁抵抗1MΩ 未満の時は交換
・異常時は部品交 換
・水漏れ時は増締 又は交換
・著しい時は交換

・音及び振動音が 大きい時はベアリング交換
・異常発熱・絶縁 劣化の場合は、電動機交換

・目詰り時は空気 流入側の洗浄
・水漏れ時は補修 又は交換
・錆、腐食があれ ば補修又は交換

・補修塗装
・著しい腐食、穴 あきは交換
・ドレンパン清掃

・ゴミ付着大の場 合はハケ清掃
・基板不良などが あれば交換
・緩みがあれば増 締め、再差込み

・不作動の時は部 品交換
・異常時は部品交 換
・水漏れ時は補修 又は部品交換

表示
ラベル

・遮断時交換

・動作及び表示 不良時は部品交換

・断線、ショートの 場合は交換
・異常時は交換

・不作動の時は部 品交換
・目詰まり時は分 解清掃又は部品交換
・異常時は交換

・撥水時は洗浄、破損の時は部品交換

・目詰まり時は清 掃、腐食時は交換
・目詰まり時は清 掃、腐食時は交換

・目詰まり時は清 掃又は交換、破れ時は交換
・目詰まり時は交 換

・汚れ時は清掃、腐 食時は補修、剥がれ時は補修
・汚れ時は清掃、剥がれ時は交換貼り直し

・不作動の時は部品交換

・目詰まり時は清掃、腐食時は交換

15年

15年

15年

15年
15年

15年

15年

15年

15年

15年

15年

15年

15年

15年

15年

15年

15年

15年

15年
（ろ材1年）

15年
（セル5年）

15年（ろ材1年）

15年（ろ材1年）

記号の説明
● ： 定期点検（清掃、調整も実施）、点検結果により部品交換、補修実施
■ ： 消耗部品の定期交換、定期交換部品の交換
◆ ： 機器の診断、構造部品の取替え、分解整備、又は機器更新

ベアリングは、定期交換部品

ヒューズ、使用頻度の高い
開閉器類は、定期交換部品
冷却ファン、コンデンサ、
インバータは、定期交換部品

交換の目安
電源ブレーカ：15年
電動機ON-OFFリレー：5年
（但しON-OFFの頻度に
  応じて設定する）
冷却ファン：一般タイプ5年、
長寿命タイプ10年
進相コンデンサ：10年
インバータ：10年

アクチュエータは、
定期交換部品
寿命の設定されている
センサ類は、定期交換部品

電動弁のアクチュエータは、
定期交換部品

電動ポンプは、運転時間に
応じて定期的に交換

ストレーナは、定期交換部品
加湿エレメントは2年ごとに
洗浄

管とノズルは、3年ごとに洗浄

カートリッジは、定期交換部品

パネル形フィルタのろ材は、消耗部品
中性能・高性能フィルタのろ材は、消耗部品

ろ材は、消耗部品

セルは、定期交換部品

15 16



表3．ファンコイルユニットの主な  部品の保守・点検ガイドライン

部品名 点検内容 点検方法 判定基準〈目安〉
経過年数※　注1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ・・・・・・

■ ◆ ・・・■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ◆ ● ● ・・・

● ● ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ● ● ● ◆ ● ● ・・・

● ● ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ● ● ● ◆ ● ● ・・・

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ◆ ● ● ・・・

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ◆ ● ● ・・・

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ◆ ● ● ・・・

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ◆ ● ● ・・・

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ◆ ● ● ・・・

● ● ● ● ■ ● ● ● ● ■ ● ● ● ● ◆ ● ● ・・・

● ● ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ● ● ● ◆ ● ● ・・・

● ● ● ● ■ ● ● ● ● ■ ● ● ● ● ◆ ● ● ・・・

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ◆ ● ● ・・・

保全内容

注1）※印経過年数は頻繁な発停のない通常の使用状態で、10時間／日、3,000時間／年とした場合です。運転状況やファンコイルユニットの用途、用法により異なります。
注2）洗浄タイプのエアフィルタの洗浄は、日常点検で、随時行なうものとします。
注3）注意ラベルは、定期点検での点検の他、日常点検でも剥がれの点検を行なうものとします。

部品名 定期点検

備考

予防保全

電動機は定期交換
（ファンボード一式の
アセンブリ交換の場合あり）

コンデンサは定期交換部品

フィルタは、消耗部品

サランネットフィルタは、
定期交換部品

ポンプユニットは、
定期交換部品

電動弁のアクチュエータは、
定期交換部品

使用周期

部
品
区
分

熱
交
換
器

送
風
機

ケ
ー
シ 

ン
グ
類

操
作
ス
イ
ッ
チ

空
気
ろ
過
器

表
示
ラ
ベ
ル

ファンロータ

ファンケーシング

電動機

コンデンサ

コイル

外装板

ドレンパン

吹出グリル

操作スイッチ

機内配線

機内配管

手動操作弁、手動エア抜き弁等

電動弁等

ドレンポンプ

サランネットフィルタ

パネル形フィルタ

中性能、高性能フィルタ

銘板シール

注意ラベル

配
管
弁
類

目視点検
目視点検

・振れ、バランスの目視チェック
・ゴミの付着、外観チェック

・著しい振れ状態でない事
・著しい錆、変形の発生なき事

目視点検
目視点検

・外観チェック
・断熱材チェック

・塗装の剥がれ、膨れ、発錆なき事
・剥がれ、損傷なき事

目視点検・外観チェック ・破損、変形なき事

作動点検
目視点検

・操作による制御性チェック
・表示灯類チェック

・操作通り動作及び表示する事

目視点検
500Vメガなど

・外観チェック
・絶縁抵抗チェック（低電圧回路を除く）

・被覆損傷なき事
・1MΩ以上の事

目視点検
目視点検
目視点検

・ゴミによる目詰り、損傷チェック
・水漏れチェック
・錆、腐食のチェック

・目詰り、損傷なき事
・水漏れなき事
・錆、腐食なき事

目視点検

目視点検

・外観チェック

・ゴミ詰り、ドレン水の流れチェック

・塗装の剥がれ、膨れ、発錆なき事
・著しい錆、腐食、穴あきなき事
・排水詰まりなき事

目視･振動点検
目視点検
目視点検

・機内配管の共振、接触、腐食のチェック
・断熱材の損傷・劣化のチェック
・水漏れチェック

・異常な共振、音、腐食なき事
・損傷･著しい劣化なき事
・水漏れなき事

作動点検
目視点検
目視点検

・動作チェック
・水漏れチェック
・錆、腐食のチェック

・開閉に支障なき事
・水漏れなき事
・錆、腐食なき事

作動点検
500Vメガ
聴感点検
目視点検
目視点検

・動作チェック
・絶縁抵抗チェック（低電圧回路を除く）
・異常音チェック
・水漏れチェック
・錆、腐食チェック

・正しく作動する事
・1MΩ以上の事
・異常音なき事
・水漏れなき事
・錆、腐食なき事

目視点検
目視点検

500V メガ

・排水状態のチェック
・排水口の詰まり汚れ（ポンプ、槽、
 チューブ（ホース））チェック
・絶縁抵抗

・正常に排水されている事
・詰まり汚れがない事

・1MΩ以上の事

聴感点検
500Vメガ
触覚点検
嗅覚点検

・音の聴覚チェック、振動のチェック
・絶縁抵抗の測定
・発熱
・臭い

・異常音、異常振動の発生のなき事
・1MΩ以上の事
・異常発熱なき事
・コゲくさい臭いのなき事

目視点検・ゴミの付着、外観チェック ・著しい錆、変形の発生なき事

目視・触覚点検・外観、発熱チェック ・変形、変色、異常発熱なき事

目視点検・目詰まり、破れチェック ・目詰まり、破れのなき事

目視点検・目詰まり、破れチェック  注2 ・目詰まり、破れのなき事

目視点検・目詰まり、汚れチェック ・目詰まり、汚れのなき事

目視点検・汚れ、剥がれのチェック ・汚れなき事

目視点検・汚れ、剥がれのチェック  注3 ・汚れ、剥がれなき事

・振れ、バランスが 著しく悪い時は交換
・ゴミ付着大の場 合はハケ清掃又は水洗浄 

・補修塗装
・剥がれ、損傷時 は補修又は交換

・変形時は補修
・破損と著しい変 形は交換

・動作及び表示 不良時は部品交換
・不点灯、表示不 良は交換

・損傷時は交換
・絶縁劣化の場 合は交換

・ベアリング音が 大きい時は電動機交換
・絶縁劣化の場 合は電動機交換
・電動機交換
・電動機交換

・目詰り時は空気 流入側の洗浄
・水漏れ時は補修 又は交換
・錆、腐食があれ ば補修又は交換

・補修塗装
・著しい腐食、穴 あきは交換
・ドレンパン清掃 　・ストレーナ清掃

・共振･腐食の著 しい時は交換、配管の手直し
・損傷･劣化があ る場合は補修又は交換
・水漏れ時は補修 又は交換

・固着している場 合は交換
・水漏れ時は増締 又は交換
・著しい時は交換

・異常時は交換
・絶縁抵抗1MΩ 未満の時は交換
・異常時は部品交 換
・水漏れ時は増締 又は交換
・著しい時は交換

・排水不良時は交 換
・詰まり汚れ時は 清掃

・1MΩ以下の時 は交換

・ゴミ付着大の場 合はハケ清掃又は水洗浄

・変形、変色、異 常発熱は交換

・目詰まり時は清 掃、破れ時は交換

・目詰まり時は清 掃又は交換、破れ時は交換

・目詰まり、汚れ時 は清掃又は交換

・汚れ時は清掃、剥がれ時は補修

・汚れ時は清掃、剥がれ時は交換貼り直し
15年

15年

15年

15年

15年

15年

15年

15年

15年

15年

15年

15年

15年
（ろ材1年）

記号の説明　● ： 定期点検  （清掃、調整も実施）、点検結果により部品交換、補修実施     ■ ： 消耗部品の定期交換、定期交換部品の交換      ◆ ： 機器の診断、構造部品の取替え、分解整備、又は機器更新

ビル衛生管理法

ビル衛生管理法

　【出典】 一般社団法人　日本冷凍空調工業会
　『空気調和器（エアハンドリングユニット・ファンコイルユニット）定期的な保守点検のおすすめ』
   （2016年6月版）
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